
○
金
融
庁
告
示
第

号

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
入
出
力
装

置
の
技
術
的
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年

月

日

金
融
庁
長
官

佐
藤

隆
文

１

開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
七
条
の
三
十
の
二
に
規

定
す
る
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
電
子
開
示
手
続
（
同
条
に
規
定
す
る
電
子
開
示

手
続
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
（
同
条
に
規
定
す
る
任
意
電
子
開
示
手
続
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
は
、
同
条
の
電
子
計
算
機
と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
か
つ
、
接
続

し
た
際
に
当
該
電
子
計
算
機
よ
り
付
与
さ
れ
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ
て
、
一
の
結
果
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
を
正
常
に
稼
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
形
式
に
よ
り
作
成
す
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式

、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算



機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
同
条
の
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
へ
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

一

電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
に
係
る
書
類
に
記
載
す
べ
き
財
務
諸
表
等
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及

び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
次
項
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い
う

。
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
、
四
半
期
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平

成
十
九
年
内
閣
府
令
第
六
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
四
半
期
財
務
諸
表
、
中
間
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式

及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
財
務
諸
表

、
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
八
号
）
第
一
条
第

一
項
に
規
定
す
る
連
結
財
務
諸
表
、
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九

年
内
閣
府
令
第
六
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
四
半
期
連
結
財
務
諸
表
又
は
中
間
連
結
財
務
諸
表
の
用
語
、
様

式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
大
蔵
省
令
第
二
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
間
連
結
財
務

諸
表
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
提
出
す
る
場
合

次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
基
準

イ

ワ
ー
ル
ド
・
ワ
イ
ド
・
ウ
ェ
ブ
・
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
規
格
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
四
・
〇
一
仕
様
書
に
適
合
す
る
も
の



ロ

拡
張
可
能
な
事
業
報
告
言
語
（
Ｘ
Ｂ
Ｒ
Ｌ
）
二
・
一
に
適
合
す
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

ワ
ー
ル
ド
・
ワ
イ
ド
・
ウ
ェ
ブ
・
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
規
格
Ｈ
Ｔ
Ｍ
Ｌ
四
・
〇
一
仕

様
書
に
適
合
す
る
も
の

２

開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
を
行
う
者
が
外
国
会
社
（
財
務
諸
表

等
規
則
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
外
国
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
（
当
該
外
国
会
社
が

そ
の
本
国
（
本
拠
と
す
る
州
そ
の
他
の
地
域
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
本
国
以
外
の
本
邦
外
地

域
に
お
け
る
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
よ
る
財
務
書
類
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
書
類
を

い
う
。
）
を
提
出
す
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
前
項
第
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
七
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
に
係
る
書

類
に
記
載
す
べ
き
財
務
諸
表
等
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
直
近
の
事
業
年
度
又
は
特
定
期
間
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
十

四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
財
務
諸
表
等
が
同
年

四
月
一
日
前
に
開
始
す
る
事
業
年
度
又
は
特
定
期
間
に
係
る
財
務
諸
表
等
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
第
一
号
ロ
の
規
定
を
適
用



し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。



○
金
融
庁
告
示
第

号

平
成
十
六
年
金
融
庁
告
示
第
三
十
三
号
（
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
第
十
四
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
入
出
力
装
置

の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件
）
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
六
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
年

月

日

金
融
庁
長
官

佐
藤

隆
文


